
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

肥
料
の
登
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

肥
料
の
登
録
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

付
保
義
務
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

開
発
行
為
の
完
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
企
業
局
長

浦

辺

裕

二

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

大
分
県
企
業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
企
業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
入
居
の
許
可
）

第
四
条

職
員
は
、
合
宿
所
を
自
身
の
居
住
の
た
め
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
合
宿
所
入
居
願
（
第
一

号
様
式
）
を
総
務
課
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
た
職
員
は
、
使
用
料
と
し
て
月
額
八
千
九
百
円
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

月
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
入
居
し
た
者
の
使
用
料
は
、
入
居
許
可
の
あ
つ
た
日
か
ら
日
割
り
に
よ
り

計
算
し
た
額
と
し
、
退
居
し
た
者
の
使
用
料
は
、
退
居
日
ま
で
を
日
割
り
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
入
居
に
係
る
許
可
書
等
の
交
付
、
入
居
期
限
、
使
用
期
間
、
使
用

料
、
明
渡
し
、
保
管
義
務
そ
の
他
の
合
宿
所
の
利
用
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
企
業
局
職
員
住
宅
の
例
に
よ

る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
職
員
以
外
の
者
の
利
用
）

第
五
条

職
員
以
外
の
者
は
、
合
宿
所
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
日
の
前
日
ま
で
に
総
務
課
に

備
付
け
の
利
用
申
込
簿
（
第
二
号
様
式
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
申
し
込
み
、
総
務
課
長
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
中
「合

宿
所
入
所
願

」
を
「合

宿
所
入
居
願

」
に
、
「長

期
宿
泊
を
希
望
す
る

」
を
「入

居

し
た
い

」
に
、
「入

所
希
望

」
を
「入

居
予
定

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「
（第

４
条
関
係

）
」
を
「
（第

５
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「
（第

６
条
関
係

）
」
を
「
（第

７
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
て
現
に
合
宿
所
を
利
用
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
許
可
期
間
に
限
り
、
改
正
後
の
大
分
県
企

業
局
職
員
合
宿
所
運
営
規
程
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
十
四
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
を
登
録
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

目

次

令

和

四

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

八

一

号

二

月

八

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
二
月
八
日

一

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）



登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

登

録

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
四
二
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
二

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
三
・

九
・
三
〇

大
分
県
肥
第

一
一
四
三
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
七
二

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
三
・

九
・
三
〇

大
分
県
肥
第

一
一
四
四
号

混
合
有
機

質
肥
料

植
物
粕

ペ
レ
ッ

ト
五
三

一

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
三
・

九
・
三
〇

大
分
県
肥
第

一
一
四
五
号

豆
腐
か
す

乾
燥
肥
料

乾
燥
お

か
ら
二

窒
素
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

九
州
乳
業
株
式
会
社

大
分
市
大
字
廻
栖
野
三

二
三
一
番
地

令
三
・

一
〇
・
一
九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保

証

成
分
量

そ
の
他

生

産

業

者

の

氏
名
又
は
名
称

登
録
有
効

種

類

名

称

（
％
）

の
規
格

及

び

住

所

期

限

大
分
県
肥
第

八
八
五
号

消
石
灰

二
〇
・

〇
苦
土

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

可
溶
性
苦
土

二
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
一
〇
・

一
・
一
四

大
分
県
肥
第

八
八
六
号

消
石
灰

一
五
・

〇
苦
土

消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

六
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

江
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社宮
崎
県
都
城
市
金
田
町

一
九
四
九
番
地
六

令
一
〇
・

一
・
一
四

大
分
県
肥
第

九
八
一
号

副
産
石
灰

肥
料

一
五
・

〇
副
産

苦
土
石

灰
一
号

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

く
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン

ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
有
楽

町
一
丁
目
一
番
三
号

令
九
・

一
一
・
一
四

大
分
県
肥
第

一
〇
一
六
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

一
〇
・

〇
粒
状

炭
酸
苦

土
石
灰

肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
九

一
二
・

九

大
分
県
肥
第

一
〇
三
三
号

副
産
植
物

質
肥
料

醗
酵
副

産
肥
料

一
号

窒
素
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

ジ
ェ
イ
カ
ム
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田

須
田
町
二
丁
目
六
番
六

号

令
九
・

九
・
一
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保

証

成
分
量

そ
の
他

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

失

効

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
五
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
六
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
二
月
八
日



種

類

名

称

（
％
）

の
規
格

名
称
及
び
住
所

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
〇
三
四
号

副
産
植
物

質
肥
料

蒸
留
副

産
肥
料

三
号

窒
素
全
量

五
・
五

り
ん
酸
全
量

一
・
五

加
里
全
量

一
・
〇

そ
の
他
の
規
格

該
当
な
し

ジ
ェ
イ
カ
ム
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田

須
田
町
二
丁
目
六
番
六

号

令
三
・

九
・
一
九

大
分
県
肥
第

一
〇
九
四
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
デ
コ

ム

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

ミ
ズ
ホ
ユ
ー
キ
有
限
会

社茨
城
県
土
浦
市
中
都
町

一
丁
目
五
五
〇
八
番
地

令
三
・

七
・
二
四

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

一
般
国
道
四

四
二
号

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ケ
笹
四
〇

四
八
番
一
一
地
先
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ケ
笹
四
〇

四
八
番
一
二
ま
で

前

二
一
・
七

〜

九
・
〇

三
〇
〇
・
〇

後

五
三
・
五

〜

九
・
〇

三
〇
〇
・
〇

県
道
庄
内
久

住
線

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
城
一
〇
六
四

番
五
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
久
保
九
一
九

番
四
ま
で

前

二
六
・
〇

〜
一
一
・
〇

二
七
四
・
〇

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
城
一
〇
六
四

番
五
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
城
一
〇
三
〇

番
七
ま
で

後

三
三
・
〇

〜
一
一
・
六

二
七
四
・
〇

大
分
県
告
示
第
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

宇
佐
市
院
内
町
小
野
川
内
字
十
田
七
九
五
番
一
、
七
九
六
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
四
十
八
号

名
護
屋
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
二
月
八
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
山
香
院
内
線

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
字
原
田
一
七
一
三
番
三
か

ら杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
字
原
田
一
七
二
三
番
四
一

ま
で

令
四
・

二
・

八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
四
四
二
号

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ケ
笹
四
〇
四
八
番
一

一
地
先
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
鶴
ケ
笹
四
〇
四
八
番
一

二
ま
で

令
四
・

二
・

八

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
尾
迫
一
二
三
七
番
二
地

先
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
字
久
保
九
〇
〇
番
三
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

日
田
市
大
字
十
二
町
字
庄
屋
町
五
百
九
番
一
ほ
か
十
四
筆
、
字
大
縄
手
五
百
十
二
番
一
ほ
か
四
十
九
筆

及
び
字
花
ノ
木
五
百
二
十
九
番
五
ほ
か
二
十
八
筆

二

開
発
区
域
の
面
積

一
万
六
千
七
百
十
七
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

福
岡
県
久
留
米
市
国
分
町
七
百
四
十
三
番
地
の
二

昭
和
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

戸

田

誠

二

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

宇
佐
市
大
字
猿
渡
字
針
山
千
四
十
八
番
十
八
及
び
千
四
十
八
番
三
十
六
、
字
中
ノ
熊
千
六
十
四
番
一
及

び
千
六
十
四
番
八
十
五
並
び
に
字
糸
口
千
百
二
十
番
一

二

開
発
区
域
の
面
積

二
万
三
千
五
百
六
十
四
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

宇
佐
市
大
字
上
田
千
三
十
番
地
の
一

宇
佐
市
土
地
開
発
公
社

理
事
長

永

野

直

行

四

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
二
月
八
日



四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
四
年
一
月
二
十
日

令
和
四
年
二
月
八
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）


